
指定民生委員児童委員協議会指定要領 
 

 

１．目  的 
  都道府県・指定都市（以下「県」という。）ごとに単位民生委員児童委員協議会（以下「単

位民児協」という。）を指定し、民児協運営の充実と活動の強化を通じて民生委員・児童

委員活動の支援を図る。 
 
２．指  定  
(1) 県社協等（都道府県・指定都市社協もしくは都道府県・指定都市民児協、又は都道府

県・指定都市社協と同民児協による合議体。）は県社協及び県民児協と協議のうえ、県

ごとに単位民児協を２か所指定する。 

(2) 指定の条件  

県社協等が指定するにあたっては、おおむね次のような要件を満している単位民児

協を指定するものとする。 

ア．毎月１回以上単位民児協の会議が定例的に開催され、出席状況がきわめて良好で

あり、かつ計画的に運営されている。 

イ．毎月の活動記録が、全民生委員・児童委員より提出されている。 

ウ．課題分野別の部会、委員会等が設置されており、各民生委員・児童委員の役割分

担が行われている。 

(3) 指定する期間は、２年間とする。（暦上の奇数年が初年度、偶数年が２年度目となる。） 

 

３．課題・目標 

  指定された単位民児協が行う活動課題・目標は次にかかげるものとする。ただし、重点

活動については、いずれかの一つを選定する。 

 (1) 基盤強化 

ア．規約、部会規程等関係諸規程、事業計画および予算書等の整備を行う。 

イ．事例研究、課題別研修等基本的、応用的研修を行い研鑚につとめる。 

ウ．活動に伴う費用の十分な確保をはかるとともに、単位民児協組織の運営拠点であ

る事務局体制を強化する。 

 (2) 重点活動 

ア．単位民児協の機能強化 

イ．協働活動の積極的展開 

ウ．福祉のまちづくり 

エ．子育て環境の整備、児童委員活動の推進 

オ．在宅支援をすすめるネットワークづくり  

カ．個別援助活動に対する支援  

 

 

 

 



４．運  営 

 (1) 指定された単位民児協の行う上記課題・目標の設定と実施計画等は、年度当初に県

社協等において、当該区域関係者をはじめ行政機関、その他の関係者を加え十分検討

のうえ策定する。 

(2)  指定された単位民児協は、県社協等と協議し、当該区域の実情に応じた具体的活動

計画を策定し、効果的推進をはかる。 

  (3)  県社協等は、当該区域に適時指導員を派遣するほか、各種の便宜、助言、援助を積

極的に行う。 

 

５．助成金の交付 

  指定された単位民児協に対する助成金は１民児協年額 63,000 円とし、当該市区町村社

協等を通じて交付する。 

 

６．指定決定 

  県社協等が単位民児協を指定したときは、所定の様式により実施計画を全社協に提出す

る。 
 
７．事業報告 
  単位民児協会長は所定の様式により、実施報告書および経理報告書を市区町村社協等を

経由して県社協等に２部提出する。県社協等はうち１部を全社協に提出する。 


